
 奈良県立西和清陵高等学校 学校運営協議会の設置及び委員の委嘱、任命について 

 

１ 設置する学校 

  奈良県立西和清陵高等学校 

 

２ 設置日 

  令和元年７月１日 

 

３ 設置する理由 

生徒により良い教育を提供するため、保護者や地域住民等が奈良県立西和清陵高等学校の

運営に参画することを通じて、保護者や地域の要望や意見を学校運営に反映させ、教職員と

ともに地域と共にある学校づくりを進める。 

 

４ 委員を委嘱、任命する者 

番号 名
ふり

 前
がな

 勤務先・職名 性別 年齢 要件区分 

1 井上
いのうえ

 統人
つなと

 生駒市消防局・育友会長 男 41 (一) 

2 藤倉
ふじくら

 髙
たか

綱
つな

 無職・信貴ケ丘自治会長 男 64 (二) 

3 松岡
まつおか

 太一
たいち

 株式会社セミテック・城山台自治会長 男 54 (二) 

4 西尾
にしお

 光博
みつひろ

 万葉荘園（指定障害者支援施設）・副理事長 男 63 (三) 

5 江藤
えとう

 芳
よし

彰
あき

 本校・校長 男 58 (四) 

6 窪
くぼ

西
にし

 光
みつ

範
のり

 白鳳短期大学・教授 男 63 (六) 

7 大西
おおにし

 孝
たか

浩
ひろ

 三郷町教育委員会・教育長 男 58 (七) 

8 澤村
さわむら

 直也
なおや

 西和警察署・生活安全課長 男 41 (七) 

9 奥田
おくだ

 惟千
これかず

 三郷町立三郷小学校・校長 男 59 (八) 

10 久保
く ぼ

 茂樹
しげき

 三郷町立三郷中学校・校長 男 55 (八) 

 

・要件区分については、以下を参照。 

（一）保護者  

（二）地域住民  

（三）法第四十七条の六第二項第三号に規定する対象学校の運営に資する活動を行う者 

（四）対象学校の校長  

（五）対象学校の教職員  

（六）学識経験者  

（七）関係行政機関の職員  

（八）その他教育委員会が適当と認める者 

 

５ 委員を委嘱、任命する期間 

   令和元年７月１日 から 令和２年３月３１日 まで 

 


